
流山市ふるさと納税支援業務委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

本実施要領は、流山市（以下「本市」という。）のふるさと納税に係る業務（寄附の

受付、寄附情報の管理、返礼品の受発注、配送管理、事業者及び返礼品の新規登録等）

の効率化を図るとともに、本市の取組に共感・応援してくださる寄附者を増やし、本市

の魅力発信及び地域産業の活性化、ふるさと納税制度を活用した歳入確保を図るために

必要な業務を委託する事業者（以下「受託者」という。）を公募型プロポーザル方式で

選定するにあたり、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名 

 流山市ふるさと納税支援業務委託 

（２）場所 

 流山市が指定する場所 

（３）業務内容 

 別紙「流山市ふるさと納税支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）のとおり 

（４）履行期間 

令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

※当該契約締結日の翌日から令和８年３月３１日までは業務開始に向けた準備期

間とし、これに係る委託料は発生しないものとする。なお、準備期間中に発生す

る費用については、受託者が負担することとする。 

なお、契約締結後、引継ぎによるポータルサイト改修のため一定期間の寄附受

付の停止を認めるが、速やかに寄附受付を開始するための事前準備を発注者と協

議の上、行うものとする。 

 

３ 委託料等の提案 

（１）基本委託料 以下①②それぞれについて、寄附受入金額の８％以内（消費税及び

地方消費税を除く） 

① ポータルサイト経由の寄附もしくはポータルサイト非経由の寄附であって、返

礼品の提供がある寄附の受入金額 

② ポータルサイト経由の寄附もしくはポータルサイト非経由の寄附であって、返

礼品の提供がない寄附の受入金額 

※ 受託者が構築した寄附管理システムに、本市が直接寄附者情報の取込を行った

寄附の受入のうち返礼品の提供がないものであって、本市が寄附受領証明書の

発送等寄附者対応を行ったものについては、上記の委託料は生じない。 



※ 委託料は寄附額に対する単価契約とし、返礼品代及びその発送に係る経費、ふ

るさと納税ポータルサイト利用料、クレジットカード等決済手数料、受領証明

書・ワンストップ特例申請書送付に係る郵送代は含まない。（返礼品代及びそ

の発送に係る経費は、別途実費相当額を受託者に支払う。） 

※ なお、令和８年度の広告費予算については、上記委託料とは別に、通期で 3,000

千円を予算計上する予定である。 

（２）各種書類の郵送に要する費用 

（３）（１）（２）に記載した経費以外に本市が負担すべき経費があれば見積書に項目を

加え見積額を記載すること。また、必要に応じてプレゼンテーション審査の際に説

明すること。 

 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに応募できる者は、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

（１）法人格を有している者であること。 

（２）業務開始日時点において、流山市内に本店及び支店、営業所のいずれかを有する

こと、又は有する予定であること。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する

者でないこと。 

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更正手続き開

始の申立て又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく

再生手続き開始の申立ての事実がある者にあっては、当該手続きを開始後、裁判所

の再生計画認可の決定を受けていること。 

（５）民事執行法（昭和５４年法律第４号）に基づく仮差押等金銭債権に対する強制執

行若しくは国税、地方税その他の公課について滞納処分による強制執行の措置を受

け支払いが不可能になった者でないこと、又は第三者の債権保全の請求が常態とな

ったと認められる者でないこと。 

（６）流山市指名競争入札参加資格業者指名停止基準（平成３年４月１日制定）に基づ

く指名停止を受けていないこと。 

（７）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団又は同法第２条第６号に規定する暴力団員が経営に関

与していないこと。 

（８）国税及び地方税を滞納している者でないこと。 

（９）現在地方公共団体より受託している業務のうち、本件と同程度のふるさと納税支

援業務を一括して受託していること。 

 

 



５ 選考スケジュール 

手続き 日程 

（１）実施要領等の公表 令和７年１１月２７日(木) 

（２）質問受付期限 令和７年１２月１０日(水) 午後５時まで 

（３）質問回答 令和７年１２月１７日(水) 

（４）参加意思表明書提出期限 令和７年１２月２３日(火) 午後５時まで 

（５）提案書等提出期限 令和８年 １月 ８日(木) 午後５時まで 

（６）一次審査（書類審査）結果通知 
令和８年 １月１６日(金) 

※応募が４者以上の場合 

（７）選定審査日(プレゼンテーション) 令和８年 １月２３日(金) 

（８）審査結果公表 令和８年 １月下旬 

（９）契約締結 令和８年 ２月上旬 

 

６ 仕様書等に関する質問の受付及び回答 

（１）質問受付方法 

仕様書等に関する質問は、会社名・担当者名・連絡先を明らかにした上で、任意様

式により下記提出先へ電子メールにて提出するものとする。なお、期限後の質問は受

け付けない。 

（２）質問受付期限 

「５ 選考スケジュール」のとおり。 

（３）質問回答方法及び期限 

質問への回答は、「５ 選考スケジュール」に定める日時までに、市ホームページ

に掲載する。なお、質問への回答は、本募集要項及び仕様書等の追加又は訂正とみな

す。 

（４）提出先 

流山市 総合政策部 マーケティング課  

  market@city.nagareyama.chiba.jp 

 

７ 参加意思表明書の提出について 

（１）提出期限 

  「５ 選考スケジュール」のとおり。 

（２）提出方法 

電子メール、持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、土曜日、日曜日及

び祝日を除く午前８時３０分から午後５時までとする。郵送の場合は、提出期限必着

とし、配達が証明できる方法（書留、特定記録等）で郵送すること。 

（３）提出先 



〒２７０－０１９２ 千葉県流山市平和台１丁目１番地の１ 

 流山市 総合政策部 マーケティング課 

（４）提出書類 

① 参加意思表明書（様式１） 

② 印鑑証明書（受付日前３か月以内に発行されたもの（写し可）） 

③ 法人の登記事項証明書（受付日前３か月以内に発行されたもの（写し可）） 

④ 納税証明書（直近１年の法人税、消費税（地方消費税）（写し可）） 

⑤ 財務諸表（最新決算年度のもの（写し可）） 

※②～⑤は本市有資格者名簿への登録がない場合に提出 

（５）提出部数 

１部 

※参加意思表明書の提出がない場合、プロポーザル参加の意思がないものとみなす。 

 

８ 企画提案書等の提出について 

（１）提出期限 

  「５ 選考スケジュール」のとおり。 

（２）提出方法 

持参又は郵送により提出すること。持参の場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除く

午前８時３０分から午後５時までとする。郵送の場合は、提出期限必着とし、配達が

証明できる方法（書留、特定記録等）で郵送すること。 

（３）提出先 

〒２７０－０１９２ 千葉県流山市平和台１丁目１番地の１ 

 流山市 総合政策部 マーケティング課 

（４）提出書類 

① 企画提案書表紙（様式２） 

② 提案者の会社概要・業務責任者の氏名等（様式３） 

③ ふるさと納税支援業務（類似業務）の実績（様式４） 

④ スケジュール及び体制（様式５） 

⑤ 見積書（任意様式） 

⑥ 企画提案書本体（任意様式） 

⑦ 別表の採点基準の項目が確認できるよう、できるだけ分かりやすく、簡潔にま

とめ記載すること。 

（５）提出部数 

正本：１部（製本・要押印） 

副本：７部（押印不要） 

（６）その他 



応募業者が１者のみであっても、参加資格を有するものであればプロポーザルを実

施するものとする。 

 

９ 選考方法及び選考基準 

（１）選考方法 

  優先交渉権者の選定にあたっては、公募型プロポーザルとしてプレゼンテーション

による審査にて選考する。 

（２）選定委員会について 

  市は、優先交渉権者を選定するため、流山市ふるさと納税支援業務受託者選定委員

会（以下「選定委員会」という。）を設置する。 

（３）一次審査（書類審査）について 

  応募事業者が４者以上の場合に、提案書等にて書類審査を行い、二次審査（プレゼ

ンテーション）対象事業者３者を選考する。応募事業者が３者以内だった場合は実施

しない。 

  一次審査結果については、「５ 選考スケジュール」に定める日時までにメールに

て通知する。 

（４）二次審査（プレゼンテーション） 

① 実施日時・場所 

  令和７年１月２３日(金) ※予定 

  ※場所等、詳細は別途通知する。 

  ※プレゼンテーションを行う順番は、企画提案書の受付順とする。 

  ※プロジェクター及びスクリーンのみ市が用意する。それ以外の必要機器は応募者

が用意すること。 

② プレゼンテーション出席者 

  ３名以内とする。 

③ 実施時間 

 ４５分以内とする（目安：説明３０分＋質疑応答１５分）。 

 

１０ 審査結果の通知について 

（１）審査結果については、電子メールで通知する。 

（２）審査結果についての異議申し立ては、受理しない。 

（３）選定に係る経過については、一切公表しない。 

 

１１ 契約手続き 

優先交渉権者を決定した後、当該業者と随意契約を締結する。優先交渉権者が契約を

履行できる見込みがないと市が判断した場合は，随意契約を締結しないことがある。そ



の場合、優先交渉権者は損害賠償請求をしないものとする。 

 

１２ 参加辞退について 

参加意思表明書の提出後、参加辞退を行う場合には、「プロポーザル参加辞退届」（様

式６）を提出するものとする。 

 

１３ 留意事項 

（１）プロポーザルに参加する費用は、すべて参加者の負担とする。提出後の提案書等

の修正差し替えはできない。 

（２）提出書類に虚偽の記載があった場合は、本プロポーザルへの参加の取消し、契約

決定の取消し等を行うことがある。 

（３）企画提案書の著作権は、提案者に帰属する。ただし、本市が本プロポーザルに関

する報告、公表等のため必要な場合は、プロポーザル参加者の承諾を得ず提出書類

の内容を無償で使用することができる。 

（４）提案書に必要な著作権の手続きは、各プロポーザル参加者にて行うものする。 

（５）提出書類については返却しない。 

 

１４ 結果の公表 

選定結果については、市ホームページ上で公表する。 

 

１５ 問い合わせ及び提出先（事務局） 

〒２７０－０１９２ 千葉県流山市平和台１丁目１番地の１ 

 流山市 総合政策部 マーケティング課（流山市役所第一庁舎３階） 

 電話 ：０４－７１５０－６３０８ 

メール ： market@city.nagareyama.chiba.jp 

 

mailto:market@city.nagareyama.chiba.jp

